
                                

 

平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ９ 日 

農業資材審議会飼料分科会決定 

 

農業資材審議会飼料分科会における利益相反の取扱いについて 

 

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和 28 年法律第 35 号）等に基づく、農業資

材審議会飼料分科会の所掌に関する調査審議を行うに当たり、公正かつ中立に的確な調査審議を行

うため、利害関係者との関係について、以下のとおりとすることとする。対象は、飼料分科会及び

飼料分科会に置かれた各部会における事業者又は事業者団体からの申請又は要請に基づく全ての審

議とする。 

 

○ 利害関係者との関係について 

調査審議に参画する委員、臨時委員、専門委員及び参考人（以下「委員」という。）が、次に

掲げる場合に該当するときは、当該委員は、飼料分科会又は部会（以下「分科会」という。）が

開始する前までに事務局を通じて分科会長（当該委員が分科会長の場合には、分科会長代理。以

下同じ。）に申し出るものとする。この場合、分科会長は、当該調査審議の開始の際その委員の

氏名を報告する。当該委員は、当該調査審議及び決定が行われている間は、その会場から退出す

る。ただし、当該委員の発言が特に必要であると分科会が認めた場合に限り、当該委員は出席し、

意見を述べることができる。 

 

① 委員又はその家族（委員と生計を一にする配偶者及び一親等の者をいう。以下同じ。）が、

審議対象の飼料、飼料添加物等についての申請又は要請を行った事業者又は事業者団体（大学、

独立行政法人を含む。以下「関係事業者等」という。）の役職員に就任していた、又は就任し

ている場合 

② 分科会等の開催日の属する年度を含む過去３年度のいずれかの年度に委員又はその家族が、

年 50 万円以上の金品等（株式利益、特許使用料、講演料、原稿料、研究費、寄付金等）を関

係事業者等から受けている場合 

③ 審議資料の作成に関わっていた場合。ただし、委員が、学術目的で公表された科学論文等や

行政機関、国際機関等の公的な機関が公表した資料等の作成に関わっており、それらが審議資

料に引用されている場合を除く。 

④ 以上のほか、調査審議の公平性及び中立性の確保に支障を生じさせる特別の利害関係がある

と認められる場合 
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